
水浴訓練室 個人利用者の皆様へ 

 

＜施設利用申し込み方法＞ 

（１）対象 

      利用対象者は、市内在住（小学生以上）または在勤で、障害者手帳をお持ちの方。 

 ※ １８才未満の方は家族等の同伴が必要です。 

 ※ 身長 135ｃｍ未満の方は、介助者の入水、介助が必要です。 

 

（２）予約方法 

利用の予約は、直接障害者福祉センター事務室までおいでいただくか、 

電話、ＦＡＸで次の受付時間内に先着順の受付となります。 

    予約は１人につき１回までです。 

次の予約は予約日に利用した後になります。 

   

 

 

 

（３）予約受付日 

区   分 予約受付日 

事前予約 
利用する日の１４日前から前日まで 

※休館日の場合は翌開館日となります 

当日予約 当日の午前８時４５分から（定員に空きがある場合） 

      ※当日予約は他の日を事前予約してある方でもご利用できます。 

 

（４）利用手続 

①  障害者手帳を持参のうえ、窓口で水浴訓練室利用登録を行ってください。 

※ １８才未満の方は、必ず家族（両親または成人の兄姉）と一緒に来所して下さい。 

尚、来所の際、主治医に水中運動を行うことが可能な旨、確認しておいて下さい。

利用登録の受付時間は午前９時～午後５時までです。 

② 別紙の「個人利用登録申込書」に必要事項を記入し、提出して下さい。 

③ 当センター嘱託医が水浴訓練室の利用について面接を行います。 

面接は毎週水、金曜日に予約により行います。障害の原因（脳血管障害・心疾患・て

んかん等）によっては、面接の上で主治医による診断書の提出をお願いすることがあ

ります。（この場合、主治医による水中運動の不適判断、又は診断書の未提出の場合

は利用登録ができません。） 

④ 登録が完了された方は「登録証」をお渡しします。 

⑤ 「登録証」受領後、窓口や電話等により水浴訓練室のご利用の予約を行ったうえで、

ご利用いただきます。 

  

 

 

 火～土曜日 日曜日 

受付時間 午前８時４５分～午後９時 午前８時４５分～午後５時１５分 



（５）利用時間 

第１～第４ 土曜日 午前９時３０分～１１時３０分、午後１時３０分～３時３０分 

第１～第４ 日曜日 午前９時３０分～１１時３０分 

７～８月 第５ 土・日曜日 各曜日、上記時間のとおり （ただし該当月のみ） 

※ 休館日及び第５土・日曜日は水質点検・管理のために利用できません。 

なお、臨時整備等の必要が生じた場合は貸出を中止することもあります。 

上記の時間内で、終了時間には退出できるようにお願いします。 

時間内は特に休憩時間を設けていませんので、入水時間は１時間程度を目安に、 

身体状況に応じて各自で随時休憩をお願いします。 

 

（６）定員 

男女各１２人。 ※ 介助者は障害者１人につき原則１人でお願いします。 

＜利用にあたっての注意事項＞    

（１）利用前及び利用後は事務室にお立ち寄り下さい。 

（２）健康管理は、各個人の責任で行って下さい。 

（３）入水前後に各自で自動血圧測定器を活用して、健康チェックを行って下さい。 

（４）１８才未満の方は付添者なしでの利用はできません。 

（５）水浴訓練室内では、監視員の指示に従って下さい。 

（６）更衣室及びプール内は土足厳禁です。（サンダルは更衣室に限り利用可としますが、プー 

ルサイドは危険防止のために使用禁止です） 

（７）水に入る方は、必ず水着及び水泳帽着用でお願いします。Ｔシャツでの利用はできませ 

ん。化粧は必ず落とし、眼鏡、装飾品等も外して下さい。 

（８）スタート地点やプールサイドからの飛び込みは禁止です。 

（９）利用後は、更衣室等のゴミは各自でお持ち帰り下さい。 

（10）貴重品は、各自の責任において管理して下さい。 

（11）ロッカーは、男女各更衣室に１２人分あります。なお、更衣スペースは男女各３か所ですの 

で、譲り合ってご利用下さい。また、衣類・貴重品は必ずロッカーに保管し、更衣スペー 

スには置かないで下さい。 

（12）シャワーの数が少ないので順番にご利用願います。 

（13）利用できる備品等は限られています。使用後は所定の場所にお戻し下さい。 

（14）水浴訓練室プールのコースは以下の利用方法となります。なお、３コース奥にはプール 

フロア（赤色・１ｍ×２ｍ×0.４ｍ）を設置してあります。 

(15）傷害保険には加入しておりませんので必要な場合は各個人で加入願います。 

(16)営利を目的とした場合ご利用できません。 

 （17）駐車場の台数に限りがありますのでご了承下さい。 

(18)水浴訓練室内での写真撮影は以下の条件で可とします。 

  撮影条件 ・  事前に事務室で撮影の許可を得てください。 

・ 撮影は本人のみとし他の利用者が写らないようにしてください。 

・ 撮影は他の利用者の迷惑とならないように行ってください。 

・ 撮影は必要最小限にとどめ、入水中終始行うことは避けてください。 

・ 監視員、職員の指示に従ってください。 
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＜水浴訓練室プールのコース利用方法＞ 

               ３コース    ２コース      １コース        

  

 

プールフロア 
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＜設備一覧＞ 

１ 車いす 
入水路までのご利用とし、コース内への乗り入れはご遠

慮下さい 

２ プール用具 
ビート板、ヘルパー、アームヘルパー、浮き輪（ネック

用）、プカプカポール、ジョイント、合図棒 

 

＜施設利用のキャンセルについて＞ 

施設利用をキャンセルする場合は、必ず事務所までご連絡下さい。 

ご不明な点がございましたら、障害者福祉センターまでお問い合わせ下さい。 

【お問い合わせ先】 

   千葉市障害者福祉センター（月曜・祝日休館日）  

ＴＥＬ ０４３－２０９－８７７９  

ＦＡＸ ０４３－２０９－８７８２  

 

 平成２７年４月１日 改定 
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